
令和５年度第１回県南地域医療構想調整会議次第 

日時：令和５年７月（書面開催） 

 

【報告事項及び情報共有事項】 

 

１ 令和５年度県南地域医療構想調整会議スケジュール 

 

２ 紹介受診重点医療機関の指定について 

 

３ 地域医療構想の進め方等 

 

４ 第８次医療計画（地域編）の策定について 

 

５ 福島県地域医療構想検討課題調査事業 

  県南区域救急搬送データ分析結果（資料提供） 

 

 

【配布資料】 

資料１   令和５年度県南地域医療構想調整会議スケジュール 

 

 資料２   紹介受診重点医療機関の指定について 

 

資料３   資料の概要説明 

資料３－１ 地域医療構想の進め方 

資料３－２ 病院・診療所の２０２５年における対応方針 

資料３－３ 本県における対応方針策定の進め方 

 

資料４   第８次医療計画（地域編）の策定についての概要説明 

資料４－１ 地域編レイアウトイメージ案 

 

資料５   県南地区救急搬送データ分析結果 

 

 ※資料３及び資料５は、地域医療課より提供 



令和５年度県南地域医療構想調整会議スケジュール 

 

１ 開催方針 

  ４半期に１回程度の開催を想定 

 

２ スケジュールと想定議題 

回 
開催時期 

（予定） 
議題等（想定） 

第１回 ７月 

(書面開催) 

・紹介受診重点医療機関の指定について    資料２ 

・地域医療構想の進め方（「2025 年における対応方針」の策定）等 

資料３ 

・第８次医療計画（地域編）の策定について  資料４ 

・福島県地域医療構想検討課題調査事業    資料５ 

  県南地区救急搬送データ分析結果    

第２回 ９月頃 ・福島県地域医療構想検討課題調査事業 

レセプト分析データの提供、定量基準による現状分析 

・各医療機関の「2025 年における対応方針」の策定について 

 （※各医療機関において作成） 

・第８次医療計画（地域編（案））の策定について 

第３回 １２月頃 ・各医療機関の「2025 年における対応方針」についての協議及び

合意（※各医療機関より 2025 年における対応方針の説明をいただ

きます。今後の流れ及び資料 3 を参照してください） 

・第８次医療計画の策定について 

第４回 ３月頃 ・各医療機関の「2025 年における対応方針」についての協議及び

合意 

・第８次医療計画の策定について 

 

※「2025 年における対応方針」の策定は、公立・公的・民間病院及び有床診療所が該当しま

す。 

なお、「2025 年における対応方針」及び「第８次医療計画」については、今後の流れを参

照ください。 

資料１ 



調整会議

（開催予定）
2025年における対応方針 第8次医療計画

7月
第1回

（書面開催）
資料配布（資料３） 資料配布（資料４）

8月

9月 第2回
対応方針作成にあたってのレ

セプト分析データの提供
地域編（案）の協議

10月 各医療機関において作成

11月

12月 第3回
各医療機関から説明。

協議・合意

・地域編（最終案）の協議

・計画について意見照会

1月

2月

3月 第4回
継続協議になった医療機関か

ら説明。協議・合意
（計画決定）

「2025年における対応方針」及び「第8次医療計画策定」の今後の流れ
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資料２

紹介受診重点医療機関の指定について

・紹介受診重点医療機関は、外来機能報告の報告内容をもとに、当調整会議

において協議を行い、協議が整った上で県が指定するとされています。

・県南地域の外来機能報告対象医療機関（療養病床・一般病床を有する病院

及び有床診療所）は、病院が５施設、有床診療所が５施設あります。これら

の医療機関につきましては、令和４年度外来機能報告において、紹介受診重

点医療機関となる意向がなく、また、当該医療機関の指定を受けるための基

準等を満たしていないことから、次頁の協議の進め方及び協議フローより、

今回の調整会議において協議の対象外となりました。

・令和６年度以降の指定についても、協議フローのとおり外来機能報告の意

向及び基準を基に、調整会議にて該当する医療機関よりご説明いただき協議

することとなります。
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3

紹介受診重点医療機関のとりまとめ等に関するスケジュール
（令和5年3月6日付け医政地発0306第1号通知）

紹介受診医療機関については、協議の場における協議結果の公表に伴い更新ま

たは変更されるものであり、毎年度、協議の場における確認を行うことが必要。

○令和５年度

• 令和４年度の外来機能報告の報告結果に基づき、令和５年５月～７月に協議の

場を開催し、都道府県は協議内容をとりまとめる。紹介受診重点医療機関リスト

に掲載されている医療機関は、当該リストの公表日（1日付け）から紹介受診重点

医療機関となる。なお、都道府県においては、当該リストをすみやかに公表する

こととする。

○令和６年度以降

• 前年度（令和６年度の場合は令和５年度）の外来機能報告の報告結果に基づき、

協議の場を開催し、協議内容をとりまとめる。紹介受診重点医療機関リストに掲

載されている医療機関は、当該リストの公表日（1日付け）から紹介受診重点医療

機関となる。なお、都道府県においては、当該リストをすみやかに公表すること

とする。

○公表について

都道府県は協議の結果を取りまとめ、国及び当該医療機関に対して通知等によ

り 医療機関名、公表日、公表場所の情報共有を行う。公表日に都道府県ホーム

ページ等に、１日付けで医療機関リストを公表する。

※紹介受診重点医療機関の指定を受けたい場合は、外来機能報告において、

「医療資源を重点的に活用する外来を地域で基幹的に担う医療機関の有無」の

チェックボックスにチェックをしてください。



資料３－１  地域医療構想の進め方  

福島県の方向性として、現在不足している回復期病床を確保するため他の病床

機能（急性期）からの転換を推進し、また、病床を有する医療機関においては、

地域で担うべき役割及び有するべき医療機能ごとの病床数を含む今後の「2025 年

における対応方針」を策定していただき、地域医療構想調整会議において、協議、

合意を得ることとしています。「対応方針」は、病院については 2025 プランにて

策定・協議されているところですが、県において、様式の見直しがなされました

ので、病床を有する医療機関（有床診療所含む）に今年度中に「2025 年における

対応方針」を策定していただくことになります。  

また、「2025 年における対応方針」の策定にあたっては、次回の調整会議（９

月頃）において、回復期への転換について経営的な観点からのイメージを持って

いただくため、急性期中心から回復期中心に病床を転換した場合等の経営シミュ

レーションをお示しする予定です。  

 

資料３－２  病院・診療所の２０２５年における対応方針  

これまで作成いただいておりました「2025 プラン」の様式をベースに、新た

に「①新興感染症等対応」、「②働き方改革への対応」、「③建物の建替え、改修予

定、高額医療機器の購入」等について項目が追加されています。なお、次回の調

整会議（９月頃）においても、対応方針の策定についてご説明いたします。  

 

資料３－３  本県における対応方針策定の進め方  

病床を有する医療機関においては、資料２－２の様式により「2025 年における

対応方針」を策定いただき、その内容を１２月頃開催予定の調整会議にて説明いた

だき、協議・合意いただくこととなります。なお、継続協議となった場合は、３

月開催の調整会議にて合意を得ることとなります。なお、策定した「2025 年にお

ける対応方針」については、県ホームページにて公表されます。  

 

これまで地域医療構想調整会議の議事については個別の医療機関の経営に関す

る事項が含まれていたため、議事録や会議資料について公開されておりませんで

したが、厚労省通知により原則公開することとされていますので、今後の会議に

ついては、一部非公開とすべきものを除いて原則として公開させていただきます

ので、御了承お願いします。  

資料３  
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資料３－２ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料３－３ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



第８次医療計画（地域編）の策定について

今年度は、第８次医療計画の策定年度となっております。また、下記の

経緯により「地域編」を新たに設けるとされました。「地域編」は各圏域

ごとに作成することとなり、レイアウトは、資料4-1イメージ案のとおり示

されております。

当所においては、「県南地域における重点的な取組」について、現状と

課題、目標や指標、施策の方向性などを整理し検討しているところです。

つきましては、次回開催（9月頃）の調整会議において、「地域編の重点

的な取組の内容（案）」について、協議いただく予定です。

資料４



地域編レイアウト イメージ案

県南医療圏

１ 圏域の現状

当圏域は、県の南部、中通り地方の南部に位置
し、阿武隈川、久慈川などの源流を有し、美しく
豊かな⾃然に恵まれるとともに、古くから奥州の
⽞関⼝として知られる⽩河の関や⽇本最古の公園
といわれる南湖公園など歴史的⽂化遺産が数多く
残されています。
また、東北新幹線、東北⾃動⾞道、あぶくま⾼

原道路などの⾼速交通体系が発達し⼤都市圏との
時間的距離が短い地理的優位性を有し、将来の地
域の発展に必要なポテンシャルを有しています。

（医療分野に関する現況を記載）

病院 7 （5.2 ［7.2］）

診療所 91 （67.5 ［81.7］）

歯科診療所 68 （50.5 ［47.2］）

薬局 51 （37.8 ［50.3］）

一般病床 939床 （696.7 ［911.8］）

管轄保健所 福島県県南保健所 療養病床 125床 （92.7 ［170.7］）

面積 1,233.08㎢ 精神病床 361床 （267.9 ［373.2］）

人口（圏域計） 134,771人 感染症病床 4床 （3.0 ［2.0］）

0～14歳 15,555人 (11.5％) ［192,622人 (10.9％)］ 結核病床 12床 （8.9 ［3.8］）

15～64歳 74,431人 (55.2％) ［970,245人 (54.7％)］ 医師 227人 （168.4 ［223.1］）

65歳～ 43,445人 (32.2％) ［576,922人 (32.5％)］ 歯科医師 96人 （71.2 ［79.2］）

(再掲)65～74歳 22,009人 (50.7％) ［281,008人 (48.7％)］ 薬剤師 208人 （154.3 ［213.8］）

(再掲)75歳～ 21,436人 (49.3％) ［295,914人 (51.3％)］ 看護師 1,048人 （777.6 ［995.3］）

人口密度 109.3人／㎢ 准看護師 445人 （330.2 ［352.3］）

１世帯あたり人口 2.55人 ［2.37人］ 入院自足率 0.0％ ［0.0％］

出生率（人口千対） (5.9％) ［5.9％］ 一般病床 59.8％ ［61.9％］

死亡率（人口千対） (13.4％) ［14.2％］ 療養病床 83.3％ ［81.0％］

乳児死亡率（出生千対） (4.9％) ［2.3％］ 一般病床 14.5日 ［17.2日］

死産率（出産千対） (12.1％) ［20.9％］ 療養病床 86.7日 ［81.0日］

　※［　　］内は福島県

　※数値データの出典は次のとおり（出典元は現時点で仮に採用したものであり、コロナの状況を考慮した採用時期なども今後要検討）

　　○ 面積･･･「福島県企画調整部統計課編福島県統計年鑑」

　　○ 人口及び1世帯あたり人口･･･「福島県現住人口調査結果（令和5年4月1日現在、圏域計は年齢不要含む）」

　　○ 人口動態･･･「令和3年人口動態統計（確定数）の概況（福島県）」

　　○ 医療提供施設･･･「医療施設調査（令和5年3月31日現在）」及び「令和4年版福島県薬務行政概要（令和3年度）」

　　○ 医師数、歯科医師数及び薬剤師数･･･「令和2年医師・歯科医師・薬剤師統計」

　　○ 看護師数及び准看護師数･･･「看護職員就業届出状況（令和2年12月31日現在）」

　　○ 病床利用率及び平均在院日数･･･「令和3年病院報告（年間）」

許
可
病
床
数

人口動態

医療従事者
（人口10万対）

［1,438.4人／㎢］

構成市町村
白河市、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、
棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村

［1,773,723人］

病床利用率

平均在院日数

医療提供施設
（人口10万対）

施
設
数

受療動向

資料4-1



２ 圏域における重点的な取組

（１）○○○○○○（重点的な取組名）

（２）○○○○○○（重点的な取組名）

現状・課題

•現状（データによる分析）

•これまでの取組（成果）

•課題 等

目標

•目標（目指す姿）

•数値目標 等

施策

•具体的な施策①

•具体的な施策② 等

現状・課題

•現状（データによる分析）

•これまでの取組（成果）

•課題 等

目標

•目標（目指す姿）

•数値目標 等

施策

•具体的な施策①

•具体的な施策② 等

データ表
を添付

データ表
を添付

・
・
・


